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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の電子機器、第２の電子機器、および第３の電子機器を含み、
　前記第１の電子機器、前記第２の電子機器、および前記第３の電子機器は、それぞれ、
　近接無線通信を行う近接無線通信部と、
　前記近接無線通信より通信速度が高速であり、通信開始には自機器と相手機器とを通信
可能な状態とするための設定情報が必要な高速無線通信を行う高速無線通信部と、
　表示部と、
　自機器を制御する制御部と
　を備え、
　前記第２の電子機器は、
　外部との電話回線を介した音声通話が可能な電話通信部をさら
に備え、
　前記第１の電子機器の制御部は、
　　前記近接無線通信により前記設定情報を第２の電子機器から受信し、受信した前記設
定情報を用いて前記第２の電子機器と前記高速無線通信を開始し、
　　前記第２の電子機器と前記高速無線通信を開始した後、ユーザーが前記第１の電子機
器を前記第３の電子機器にかざしたとき、前記設定情報を、前記近接無線通信により前記
第３の電子機器に受け渡し、
　　前記近接無線通信により前記第２の電子機器の状態に関する状態情報を前記第２の電
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子機器から受信し、当該第１の電子機器を、前記受信した状態情報に対応するモードに移
行させ、
　　前記状態に関する状態情報が着信状態を表す場合、前記第１の電子機器を受話器モー
ドに移行させ、保留ボタンを含む受話器モードの画面を前記表示部に表示させ、前記第１
の電子機器を音声通話のためのハンドセットとして機能させ、
　　前記保留ボタンが押されると、前記音声通話の保留の要求を前記第２の電子機器に送
信して、前記第１の電子機器による音声通話を解除し、
　　前記保留ボタンが押された場合、前記第１の電子機器を前記第３の電子機器にかざし
たとき、前記近接無線通信により前記音声通話が保留されたことを前記第３の電子機器に
通知し、
　前記第３の電子機器の制御部は、
　　前記第１の電子機器から前記音声通話が保留されたことを通知されると、受け渡され
た前記設定情報を用いて前記第２の電子機器と高速無線通信を開始し、前記第３の電子機
器を受話器モードに移行して前記第３の電子機器によって前記音声通話を再開し、
　前記第２の電子機器の制御部は、
　　前記近接無線通信により前記第２の電子機器の状態に関する状態情報を前記第１の電
子機器に送信し、
　　前記状態情報が着信状態の場合、前記第１の電子機器と前記高速無線通信を開始した
後、前記状態情報に応じて受話器モードに移行した前記第１の電子機器が通話すると、前
記第２の電子機器を通話中の状態とし、
　　前記第１の電子機器から前記音声通話の保留の要求を受信すると、前記音声通話を保
留中の状態とし、
　　前記音声通話が保留されたことが通知された前記第３の電子機器との前記高速無線通
信を開始すると、前記第３の電子機器により前記音声通話が再開され、前記第２の電子機
器を通話中の状態とする
　近接通信システム。

【請求項２】
　請求項１に記載の近接通信システムであって、
　前記第１の電子機器および前記第３の電子機器は、
　前記第２の電子機器と前記高速無線通信により接続されているとき、前記電話通信部を
介した前記音声通話を行うために前記ユーザーと音声を遣り取り可能な音声入出力部をさ
らに備える
　近接通信システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の近接通信システムであって、
　前記第２の電子機器は、画像形成装置であり、
　前記第１の電子機器の制御部は、
　　前記画像形成装置から前記近接無線通信により受信した当該画像形成装置の状態に関
する状態情報が当該画像形成装置についてのエラーを表すエラー情報である場合に、当該
第１の電子機器の前記表示部に前記エラー情報を表示させる
　近接通信システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の近接通信システムであって、
　前記エラー情報は、当該画像形成装置における、紙詰まり、紙切れ、トナー切れのうち
少なくとも１つの情報を含む
　近接通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、近接無線通信を行う電子機器、近接通信システム、および近接通信プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＮＦＣ（Near Field Communication）技術など、近接場型の無線通信を用いた情
報の遣り取りが行われるようになってきた。
【０００３】
　また、画像形成装置（ＭＦＰ、Multifunction Peripheral）では、本体の操作パネルの
表示エリアが少なかったり、操作ボタンを配置するスペースが少なかったりする場合に、
ユーザーの持つスマートフォンやタブレット型コンピューターなどの携帯機器を操作パネ
ルの拡張として用いる「リモートパネル」の機能が実現されるようになってきた（例えば
、特許文献１参照）。
【０００４】
　また、スピーカーおよびマイクロフォンを有するスマートフォンやタブレット型コンピ
ューターなどの携帯機器を、ファクシミリ機能を持つ画像形成装置の受話器（ハンドセッ
ト）として利用することも行われてきている。
【０００５】
　そして、画像形成装置と、リモートパネルとなる携帯機器との間で、近接無線通信を用
いることも行われるようになってきた。
【０００６】
　さらに、無線ＬＡＮやBluetooth（登録商標）など（以下、高速無線通信と呼ぶ）と近
接無線通信とを連携させて用いることも行われるようになってきた。この連携では、まず
、通信速度は遅いが簡単に通信を開始できる近接無線通信を用いて、通信速度が速い高速
無線通信での通信を開始するために必要なペアリング情報を受け渡す事が行われる。そし
て、通常の通信は、通信速度が速く、通信可能な距離も長い高速無線通信が用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１３－２２３１３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　これまでは、ユーザーＡが携帯機器を画像形成装置の受話器として使用している時、別
のユーザーＢが電話で話すためには、受話器として使用中の携帯機器をユーザーＡがユー
ザーＢに渡さなければならなかった。
【０００９】
　しかし、ユーザーＡの携帯機器をユーザーＢに渡すことは、携帯機器に多くの個人情報
が入っていることを考えると、セキュリティ上問題があった。
【００１０】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、通話中に、受話器として使用する携帯機器
を別の携帯機器に簡単に切り替えることが出来る電子機器、近接通信システム、および近
接通信プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　（１）上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る電子機器は、近接無線通信を行
う近接無線通信部と、前記近接無線通信より通信速度は高速であり、通信開始には自機器
と相手機器とを通信可能な状態とするための設定情報が必要な高速無線通信を行う高速無
線通信部と、前記近接無線通信部を介した前記近接無線通信により前記設定情報を第１の
通信相手の機器から受信し、受信した前記設定情報を用いて前記高速無線通信部を介して
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前記第１の通信相手の機器と前記高速無線通信を開始した後、前記ユーザーが自機器を前
記第１の通信相手の機器とは異なる第２の通信相手の機器にかざしたとき、前記近接無線
通信部を介した前記近接無線通信により前記設定情報を前記第２の通信相手の機器に送信
する制御部とを備える。
【００１２】
　（２）上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る電子機器は、近接無線通信を行
う近接無線通信部と、前記近接無線通信より通信速度が高速であり、通信開始には自機器
と相手機器とを通信可能な状態とするための設定情報が必要な高速無線通信を行う高速無
線通信部と、第１の通信相手の機器と前記設定情報を用いて前記高速無線通信部を介して
前記高速無線通信を行っている第２の通信相手の機器を、前記ユーザーが自機器にかざし
たとき、前記近接無線通信部を介した前記近接無線通信により前記設定情報を前記第２の
通信相手の機器から受信し、受信した設定情報を用いて前記第１の通信相手の機器と前記
高速無線通信部を介した高速無線通信を開始する制御部とを備える。
【００１３】
　（３）上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る電子機器は、近接無線通信を行
う近接無線通信部と、前記近接無線通信より通信速度が高速であり、通信開始には自機器
と相手機器とを通信可能な状態とするための設定情報が必要な高速無線通信を行う高速無
線通信部と、前記近接無線通信部を介した前記近接無線通信により前記設定情報を第１の
通信相手の機器に送信し、送信した前記設定情報を用いて前記高速無線通信部を介して前
記第１の通信相手の機器と前記高速無線通信を開始した後、前記第１の通信相手の機器か
ら前記近接無線通信により前記設定情報を受信した、前記第１の通信相手の機器とは異な
る第２の通信相手の機器と前記高速無線通信部を介して前記高速無線通信を開始する制御
部とを備える。
【００１４】
　（４）上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る近接通信システムは、第１の電
子機器、第２の電子機器、および第３の電子機器を含み、前記第１の電子機器、前記第２
の電子機器、および前記第３の電子機器は、それぞれ、近接無線通信を行う近接無線通信
部と、前記近接無線通信より通信速度が高速であり、通信開始には自機器と相手機器とを
通信可能な状態とするための設定情報が必要な前記高速無線通信を行う高速無線通信部と
、自機器を制御する制御部とを備え、前記第１の電子機器の制御部が、前記近接無線通信
により前記設定情報を第２の電子機器から受信し、受信した前記設定情報を用いて前記第
２の電子機器と前記高速無線通信を開始した後、前記ユーザーが前記第１の電子機器を前
記第３の電子機器にかざしたとき、前記第１の電子機器の制御部は前記設定情報を、前記
近距離無線通信により前記第３の電子機器に受け渡し、前記第３の電子機器の制御部は、
受け渡された前記設定情報を用いて前記第２の電子機器と高速無線通信を開始する。
【００１５】
　（５）上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る近接通信システムは、前記第２
の電子機器は、前記近接通信システムの外部との電話回線を介した音声通話が可能な電話
通信部をさらに備え、前記第１の電子機器および前記第３の電子機器は、前記第２の電子
機器と前記高速無線通信により接続されているとき、前記電話通信部を介した前記音声通
話を行うために前記ユーザーと音声を遣り取り可能な音声入出力部をさらに備え、前記第
２の電子機器の制御部は、前記第１の電子機器との前記高速無線通信と前記第１の電子機
器の前記音声入出力部により前記音声通話が行われており、かつ前記第３の電子機器との
前記高速無線通信を開始したとき、前記ユーザーの指示に基づいて、前記音声通話に用い
る前記高速無線通信の通信相手を、前記第１の電子機器から、前記第３の電子機器に切り
替える。そのため、通話中に、受話器として使用する携帯機器を別の携帯機器に簡単に切
り替えることが出来る。
【００１６】
　（６）上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る近接通信プログラムは、近接無
線通信より通信速度が高速であり、通信開始には自機器と相手機器とを通信可能な状態と
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するための設定情報が必要な高速無線通信を制御し、前記近接無線通信により前記設定情
報を第１の通信相手の機器から受信し、受信した前記設定情報を用いて前記第１の通信相
手の機器と前記高速無線通信を開始した後、前記ユーザーが自機器を前記第１の通信相手
の機器とは異なる第２の通信相手の機器にかざしたとき、前記近接無線通信により前記設
定情報を前記第２の通信相手の機器に送信する制御部としてコンピューターを機能させる
。
【００１７】
　（７）上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る近接通信プログラムは、近接無
線通信より通信速度が高速であり、通信開始には自機器と相手機器とを通信可能な状態と
するための設定情報が必要な高速無線通信を制御し、第１の通信相手の機器と前記設定情
報を用いて前記高速無線通信を行っている第２の通信相手の機器を、前記ユーザーが自機
器にかざしたとき、前記近接無線通信により前記設定情報を前記第２の通信相手の機器か
ら受信し、受信した設定情報を用いて前記第１の通信相手の機器と高速無線通信を開始す
る制御部としてコンピューターを機能させる。
【００１８】
　（８）上記目的を達成するため、本発明の一形態に係る近接通信プログラムは、近接無
線通信より通信速度が高速であり、通信開始には自機器と相手機器とを通信可能な状態と
するための設定情報が必要な高速無線通信を制御し、前記近接無線通信により前記設定情
報を第１の通信相手の機器に送信し、送信した前記設定情報を用いて前記第１の通信相手
の機器と前記高速無線通信を開始した後、前記第１の通信相手の機器から前記近接無線通
信により前記設定情報を受信した、前記第１の通信相手の機器とは異なる第２の通信相手
の機器と前記高速無線通信を開始する制御部としてコンピューターを機能させる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上のように、本発明によれば、通話中に、受話器として使用する携帯機器を別の携帯
機器に簡単に切り替えることが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態にかかる画像形成装置１０の構成図である。
【図２】携帯機器３０として、一般的なスマートフォンやタブレット型コンピューターを
用いた場合の構成図である。
【図３】画像形成装置１０において、画像形成装置１０の状態を示す情報を収集し、携帯
機器３０に対して送信する処理の流れの例について説明するためのフローチャートである
。
【図４】携帯機器３０において、画像形成装置１０の状態を示す初期画面が表示されるま
での処理の流れの例について説明するためのフローチャートである。
【図５】画像形成装置１０と携帯機器３０との間で行った、近接無線通信によるペアリン
グ情報の受け渡しと、受け渡されたペアリング情報を用いて高速無線通信を開始する例を
説明する図である。
【図６】受話器とする携帯機器を切り替えるための基礎となる、高速無線通信を切り替え
る処理について説明するための図である。
【図７】高速無線通信を切り替える処理を利用して行う、通話中に受話器とする携帯機器
を切り替える処理について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。なお、本発明は、近接無線
通信と高速無線通信を連携させて用いる一般的な電子機器に適用可能であるが、以下の説
明では、画像形成装置と、そのリモートパネルおよび受話器となる携帯機器とを例として
説明する。
【００２２】
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　［画像形成装置の構成］
　最初に、本発明の一実施形態にかかる画像形成装置の構成を説明する。図１は、本発明
の一実施形態にかかる画像形成装置１０の構成図である。
【００２３】
　画像形成装置１０（電子機器、第２の電子機器）は、制御部１１を備える。制御部１１
は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（R
ead Only Memory）、および専用のハードウェア回路等から構成され、画像形成装置１０
の全体的な動作制御を司る。
【００２４】
　制御部１１は、画像読取部１２、画像処理部１３、画像メモリー１４、画像形成部１５
、近距離無線通信部１６、高速無線通信部１７、操作部１８、ファクシミリ通信部１９（
電話通信部）、ネットワークインターフェイス部２０、記憶部２１等と接続されている。
制御部１１は、接続されている上記各部（ブロック）の動作制御や、各ブロックとの間で
の信号又はデータの送受信を行う。
【００２５】
　制御部１１は、ユーザーから、操作部１８またはネッワーク接続されたＰＣ等を通じて
入力されるジョブの実行指示に従って、スキャナー機能、印刷機能、コピー機能、および
ファクシミリ送受信機能などの各機能についての動作制御を実行するために必要な機構の
駆動及び処理を制御する。
【００２６】
　制御部１１は、ユーザーがリモートパネルとなる携帯機器を画像形成装置１０にかざす
ことにより近距離無線通信が開始された時、画像形成装置１０の状態に関する情報を収集
し、収集した情報を、近距離無線通信を用いて、かざされた携帯機器に送信する。
【００２７】
　また、制御部１１は、通話状態管理部１１ａを有している。通話状態管理部１１ａは、
ＲＯＭなどからＲＡＭにロードされたプログラムがＣＰＵにより実行されることで実現さ
れる機能ブロックである。通話状態管理部１１ａは、ファクシミリ通信部１９の状態が、
「待機中」、「呼出中」、「通話中」、および「保留中」のいずれであるかを管理する。
【００２８】
　画像読取部１２は、原稿から画像を読み取る。
【００２９】
　画像処理部１３は、画像読取部１２で読み取られた画像の画像データを必要に応じて画
像処理する。例えば、画像処理部１３は、画像読取部１２により読み取られた画像が画像
形成された後の品質を向上させるために、シェーディング補正等の画像処理を行う。
【００３０】
　画像メモリー１４は、画像読取部１２による読み取りで得られた原稿画像のデータを一
時的に記憶したり、画像形成部１５での印刷対象となるデータを一時的に記憶したりする
領域である。
【００３１】
　画像形成部１５は、画像読取部１２で読み取られた画像データ等の画像形成を行う。
【００３２】
　近距離無線通信部１６は、特定の距離内に近づいた通信相手と、ＮＦＣなどの近距離無
線通信を行う。
【００３３】
　高速無線通信部１７は、近距離無線通信より通信速度が高速であるが、通信を開始する
為にはペアリング情報が必要な高速無線通信を行う。
【００３４】
　なお、ここでいうペアリング情報とは、自機器と相手機器とを通信可能な状態とするた
めの設定情報であり、例えば、無線ＬＡＮであるＷｉ－Ｆｉ（Wireless Fidelity）の場
合、無線ＬＡＮ固有の、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier）およびパスワードである。
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【００３５】
　操作部１８は、画像形成装置１０が実行可能な各種動作及び処理についてユーザーから
の指示を受け付けるタッチパネル部および操作キー部を備える。タッチパネル部は、タッ
チパネルが設けられたＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等の表示部１８ａを備えている
。
【００３６】
　ファクシミリ通信部１９は、図示しない符号化／復号化部、変復調部、およびＮＣＵ（
Network Control Unit）を備え、公衆電話回線網を用いてのファクシミリの送信を行う。
なお、ファクシミリ通信部１９では、携帯機器を受話器として使用することにより、通常
の音声通話も行うことが出来る。
【００３７】
　ネットワークインターフェイス部２０は、ＬＡＮボード等の通信モジュールから構成さ
れ、ネットワークインターフェイス部２０に接続されたＬＡＮ等を介して、ローカルエリ
ア内の装置(サーバー、ＰＣ等の外部機器)と種々のデータの送受信を行う。
【００３８】
　記憶部２１は、画像読取部１２によって読み取られた原稿画像等を記憶したり、高速無
線通信部１７が通信を開始する際に必要となるペアリング情報２１ａを記憶したりする。
記憶部２１は、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）などの大容量の記憶装置である。
【００３９】
　以上、本発明の一実施形態にかかる画像形成装置の構成を説明した。
【００４０】
　［携帯機器の構成］
　次に、携帯機器の構成について説明する。図２は、携帯機器３０として、一般的なスマ
ートフォンやタブレット型コンピューターを用いた場合の構成図である。
【００４１】
　図２に示すように、携帯機器３０（電子機器、第１の電子機器、第３の電子機器）は、
ＣＰＵ３１（制御部）、ＲＯＭ３２、ＲＡＭ３３、操作入力部３４、高速無線通信部３５
、表示部３６、記憶部３７、近距離無線通信部３９、および音声入出力部４０を有し、こ
れら各ブロックがバス３８を介して接続されている。
【００４２】
　ＲＯＭ３２は、各種の処理を実行するためのファームウェア等の複数のプログラムやデ
ータを固定的に記憶する。ＲＡＭ３３は、ＣＰＵ３１の作業用領域として用いられ、ＯＳ
（Operating System）、実行中の各種アプリケーション、処理中の各種データを一時的に
保持する。
【００４３】
　記憶部３７は、例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive）や、フラッシュメモリー、その他の
不揮発性メモリーである。記憶部３７は、高速無線通信部１７が通信を開始する際に必要
となるペアリング情報２１ａを記憶する。
【００４４】
　高速無線通信部３５は、高速無線通信を用いて、画像形成装置１０などと情報のやりと
りを行う。
【００４５】
　ＣＰＵ３１は、ＲＯＭ３２や記憶部３７に記憶された複数のプログラムのうち、操作入
力部３４から与えられる命令に対応するプログラムをＲＡＭ３３に展開し、この展開され
たプログラムにしたがって、表示部３６及び記憶部３７を適宜制御する。
【００４６】
　ＣＰＵ３１は、携帯機器３０がユーザーにより画像形成装置１０にかざされ、近距離無
線通信部により近距離無線通信が開始された時に、画像形成装置１０より、画像形成装置
１０の状態に関する情報を取得し、取得した情報に基づいて、画像形成装置１０の状態を
表す初期画面を表示部３６に表示させる。
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【００４７】
　操作入力部３４は、例えばマウス等のポインティングデバイス、キーボード、タッチパ
ネル、その他の操作装置である。
【００４８】
　表示部３６は、例えば液晶ディスプレイ、ＥＬ（Electro-Luminescence）ディスプレイ
、プラズマディスプレイ等である。
【００４９】
　近距離無線通信部３９は、画像形成装置１０などと近距離無線通信を行う。近距離無線
通信部３９は、携帯機器３０がユーザーにより画像形成装置１０にかざされた時に近距離
無線通信を開始すると同時に、画像形成装置１０の状態に関する情報を受信する。
【００５０】
　音声入出力部４０は、スピーカーおよびマイクロフォンにより構成される。画像形成装
置１０のファクシミリ通信部１９に電話回線を介して音声通話を行う電話がかかってきた
とき、携帯機器３０を画像形成装置１０にかざすことをトリガーとして、画像形成装置１
０および携帯機器３０間の高速無線通信が開始される。そのため、ユーザーは携帯機器３
０の音声入出力部４０を電話の受話器（ハンドセット）として用いて、電話回線および高
速無線通信を介した音声通話を行うことが出来る。
【００５１】
　以上、携帯機器３０の構成について説明した。
【００５２】
　［画像形成装置の状態を送信する処理の流れ］
　次に、画像形成装置１０において、画像形成装置１０の状態を示す情報を収集し、携帯
機器３０に対して送信する処理の流れについて例を説明する。図３は、画像形成装置１０
において、画像形成装置１０の状態を示す情報を収集し、携帯機器３０に対して送信する
処理の流れの例について説明するためのフローチャートである。
【００５３】
　まず、ユーザーがリモートパネルとする携帯機器３０を画像形成装置１０にかざしたと
する（ステップＳ１）。
【００５４】
　次に、近距離無線通信部１６が、近距離無線通信を開始する（ステップＳ２）。
【００５５】
　次に、制御部１１が、記憶部２１に記憶している、高速無線通信を行う為のペアリング
情報を、近距離無線通信部１６を介して携帯機器３０に送信する（ステップＳ３）。
【００５６】
　次に、制御部１１が、画像形成装置１０の状態に関する情報を収集する（ステップＳ４
）。なお、状態に関する情報は、予め収集され、記憶部２１に記憶されていてもよい。
【００５７】
　次に、制御部１１が、収集した情報を、近距離無線通信部１６を介して携帯機器３０に
送信する（ステップＳ５）。
【００５８】
　次に、制御部１１は、送信したペアリング情報を用いて、携帯機器３０との間で高速無
線通信を開始する（ステップＳ６）。
【００５９】
　以上、像形成装置１０において、画像形成装置１０の状態を示す情報を収集し、携帯機
器３０に対して送信する処理の流れについて説明した。
【００６０】
　［画像形成装置の状態を示す初期画面を表示するまでの処理の流れ］
　次に、携帯機器３０において、画像形成装置１０の状態を示す初期画面が表示されるま
での処理の流れについて例を説明する。図４は、携帯機器３０において、画像形成装置１
０の状態を示す初期画面が表示されるまでの処理の流れの例について説明するためのフロ
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ーチャートである。
【００６１】
　まず、ユーザーがリモートパネルとする携帯機器３０を画像形成装置１０にかざしたと
する（ステップＳ１０）。
【００６２】
　次に、近距離無線通信部３９が、近距離無線通信を開始する（ステップＳ１１）。
【００６３】
　次に、ＣＰＵ３１は、近距離無線通信部３９を介して、画像形成装置１０と高速無線通
信を行う為のペアリング情報を受信する（ステップＳ１２）。
【００６４】
　次に、ＣＰＵ３１は、近距離無線通信部３９を介して、画像形成装置１０の状態に関す
る情報を受信する（ステップＳ１３）。
【００６５】
　次に、ＣＰＵ３１は、受信した状態の情報が「通常」を表すものであるか否かを判断す
る（ステップＳ１４）。
【００６６】
　受信した状態の情報が「通常」を表すものである場合（ステップＳ１４のＹｅｓ）、Ｃ
ＰＵ３１は、表示部３６に、通常モードの画面を表示させる（ステップＳ１５）。なお、
通常モードでは、何もイベントが発生していない状態での操作パネルを表したリモートパ
ネルが表示される。
【００６７】
　受信した状態の情報が「通常」を表すものではない場合（ステップＳ１４のＮｏ）、次
に、ＣＰＵ３１は、受信した状態の情報が「着信」を表すものであるか否かを判断する（
ステップＳ１６）。
【００６８】
　受信した状態の情報が「着信」を表すものである場合（ステップＳ１６のＹｅｓ）、Ｃ
ＰＵ３１は、表示部３６に、受話器モードの画面を表示させる（ステップＳ１７）。なお
、受話器モードでは、受話器モードになった携帯機器３０が、ユーザーが通話するための
マイクとスピーカーからなるハンドセットとして機能する。
【００６９】
　受信した状態の情報が「着信」を表すものではない場合（ステップＳ１６のＮｏ）、次
に、ＣＰＵ３１は、受信した状態の情報が「エラー」を表すものであるか否かを判断する
（ステップＳ１８）。
【００７０】
　受信した状態の情報が画像形成装置のエラーを表すものである場合（ステップＳ１８の
Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３１は、表示部３６に、エラー情報の画面を表示させる（ステップＳ１
９）。なお、ここでいうエラーとは、例えば、画像形成装置１０における、紙詰まりや、
紙切れ、トナー切れなどのことである。
【００７１】
　表示部３６へ初期画面を表示した後、ＣＰＵ３１は、受信したペアリング情報を用いて
、画像形成装置１０との高速無線通信を開始する（ステップＳ２０）。
【００７２】
　このように、ユーザーは、何かイベントが発生している画像形成装置１０に、リモート
パネルとする携帯機器３０をかざすだけで、携帯機器３０は発生しているイベントに対応
したモードとなり、モードごとの画面を近距離通信後、最初に出す初期画面として表示部
３６に表示する。
【００７３】
　例えば、画像形成装置１０に電話がかかってきている場合、ユーザーが携帯機器３０を
かざすとすぐに、携帯機器３０が受話器モードとなり携帯機器３０をハンドセットとして
用いて通話することが出来る。
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【００７４】
　また、例えば、画像形成装置１０でエラーが発生している場合、ユーザーは携帯機器３
０をかざすとすぐに、携帯機器３０の表示部３６に発生したエラーの内容が表示され、ユ
ーザーはすぐエラーに対応することが出来る。
【００７５】
　そのため、画像形成装置１０で発生しているイベントとは関係なく、一般的な初期画面
が表示される構成に比べて、必要な情報が表示された画面を出すためのユーザーの手間を
省くことが出来る。
【００７６】
　以上、携帯機器３０において、画像形成装置１０の状態を示す初期画面が表示されるま
での処理の流れについて例を説明した。
【００７７】
　［ペアリング情報の受け渡し方法などのまとめ］
　ここで、画像形成装置１０と携帯機器３０との間で行った、近接無線通信によるペアリ
ング情報の受け渡しと、受け渡されたペアリング情報を用いて高速無線通信を開始する例
を、Wi-Fi Direct技術を用いた例で説明する。なお、以下の処理では高速無線通信にWi-F
i Direct技術を用いているものとする。Wi-Fi Directとは、アクセスポイントが無くても
、無線ＬＡＮの機能を有する機器どうしがピア・ツー・ピアで無線通信が行えるものであ
り、SSIDとパスワードをペアリング情報として用いる。
【００７８】
　図５は、画像形成装置１０と携帯機器３０との間で行った、近接無線通信によるペアリ
ング情報の受け渡しと、受け渡されたペアリング情報を用いて高速無線通信を開始する例
を説明する図である。
【００７９】
　（１）初期の状態として、画像形成装置１０が、Wi-Fi Direct接続に必要なペアリング
情報２１ａを保有している。
【００８０】
　（２）次に、ユーザーが携帯機器３０を画像形成装置１０にかざすと、ペアリング情報
が、近距離無線通信により、画像形成装置１０から携帯機器３０に受け渡される。近距離
無線通信自体はペアリング情報を必要としないで無線通信を行うことが出来る。
【００８１】
　（３）携帯機器３０では、受け渡されたペアリング情報２１ａを記憶部３７に記憶する
。
【００８２】
　（４）携帯機器３０は、記憶したペアリング情報２１ａを用いて、画像形成装置１０と
のWi-Fi Direct通信を開始する。
【００８３】
　以上、画像形成装置１０と携帯機器３０との間で行った、近接無線通信によるペアリン
グ情報の受け渡しと、受け渡されたペアリング情報を用いて高速無線通信を開始する例を
、Wi-Fi Direct技術を用いた例で説明した。
【００８４】
　［受話器とする携帯機器を切り替える動作の概要］
　上記の説明では、携帯機器３０を画像形成装置１０にかざして、画像形成装置１０の状
態によって、携帯機器３０の初期画面を様々に変化させる事について説明した。
【００８５】
　ここからの説明では、画像形成装置１０に電話がかかってきて、ユーザーが携帯機器３
０を画像形成装置１０にかざし、携帯機器３０が受話器モードになって受話器として機能
している状態を前提として説明する。
【００８６】
　まず、受話器とする携帯機器を切り替える動作の概要について説明する。なお、以下の
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説明では、２人のユーザーおよび２台の携帯機器３０を区別するために、ユーザーＡ、ユ
ーザーＢ、携帯機器３０Ａ、携帯機器３０Ｂとして説明を行う。携帯３０Ａおよび３０Ｂ
は、所有者ユーザーＡとユーザーBで異なるだけで、構成自体は携帯機器３０と同様のも
のである。
【００８７】
　ここでは、画像形成装置１０にかざした携帯機器３０Ａが受話器モードになっており、
ユーザーＡが通話中であるとする。そして、ユーザーＡからユーザーＢに話者が交代する
ことが必要になったとする。
【００８８】
　その場合のユーザーから見える処理の概要は以下のとおりである。
　（１）ユーザーＡが携帯機器３０Ａを、ユーザーＢの携帯機器３０Ｂにかざす。
　（２）ユーザーＡが携帯機器３０Ａで通話を保留にする。
　（３）ユーザーＢが携帯機器３０Ｂで保留を解除し、通話を開始する。
【００８９】
　以上、受話器とする携帯機器を切り替える動作の概要について説明した。
【００９０】
　［高速無線通信の切り替え］
　次に、上述した、通話中に受話器とする携帯機器を切り替えるための基礎となる、高速
無線通信を切り替える処理について説明する。図６は、受話器とする携帯機器を切り替え
るための基礎となる、高速無線通信を切り替える処理について説明するための図である。
【００９１】
　（１）初期状態として、携帯機器３０Ａが、画像形成装置１０と高速無線通信が行える
状態にあるとする。この状態では、高速無線通信を行うために必要なペアリング情報２１
ａは、携帯機器３０Ａの記憶部３７に記憶されている。
【００９２】
　（２）次に、ユーザーＡが携帯機器３０Ａを、ユーザーＢの携帯機器３０Ｂにかざすと
、近距離無線通信により、画像形成装置１０と高速無線通信を行うためのペアリング情報
２１ａが、携帯機器３０Ａと携帯機器３０Ｂとの間で受け渡される。
【００９３】
　（３）携帯機器３０Ｂでは、受け渡されたペアリング情報２１ａが記憶部３７に記憶さ
れ、受け渡されたペアリング情報２１ａを用いて画像形成装置１０との高速無線通信が開
始される。
【００９４】
　以上、通話中に受話器とする携帯機器を切り替えるための基礎となる、高速無線通信を
切り替える処理について説明した。
【００９５】
　［通話に関し、画像形成装置が採る状態］
　ここで、通話に関し、画像形成装置１０が採りうる４つの状態について説明する。画像
形成装置１０は、これら４つの状態のいずれかを採る。
【００９６】
　（Ａ）「待機中」の状態。この状態は、電話がかかってきていない状態である。この状
態にある時、携帯機器３０Ａ、３０Ｂは受話器モードにはならず、電話を取る操作を行う
ことは出来ない。
【００９７】
　（Ｂ）「呼出中」の状態。この状態は、電話がかかってきている状態である。この状態
にある時、いずれかの携帯機器３０Ａ、３０Ｂが受話器モードとなりかかってきた電話を
取ることが出来る。いずれかの携帯機器３０Ａ、３０Ｂが電話をとると、画像形成装置の
状態は、次の「通話中」の状態に移行する。
【００９８】
　（Ｃ）「通話中」の状態。この状態は、いずれかの携帯機器３０Ａ、３０Ｂが受話器モ
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ードとなり、ユーザーが通話している状態である。この状態にある時、通話している携帯
機器以外の携帯機器では、画像形成装置１０の排他制御により、受話器モードとなって電
話をかけたり、取ったりすることは出来ない。
【００９９】
　（Ｄ）「保留中」の状態。この状態は、通話中の携帯機器（ここでは携帯機器３０Ａと
する）において、ユーザーＡが保留ボタンを押すことにより、携帯機器３０Ａと画像形成
装置１０との間で通話が解除された状態である。この状態にある時、ユーザーＢは、携帯
機器３０Ｂを受話器モードとして保留中の通話を再開することが出来る。
【０１００】
　以上、通話に関し、画像形成装置１０が採りうる４つの状態について説明した。
【０１０１】
　［通話中に受話器とする携帯機器を切り替える処理］
　次に、上述した高速無線通信を切り替える処理を利用して行う、通話中に受話器とする
携帯機器を切り替える処理について説明する。図７は、高速無線通信を切り替える処理を
利用して行う、通話中に受話器とする携帯機器を切り替える処理について説明するための
図である。
【０１０２】
　（１）初期状態として、画像形成装置１０には電話がかかってきており、その電話をユ
ーザーＡが携帯機器３０Ａで取ったことにより、画像形成装置１０は「通話中」の状態に
あるとする。画像形成装置１０の通話状態管理部１１ａは、自装置の状態が「通話中」で
あるとして管理する。
【０１０３】
　（２）次に、電話の話者がユーザーＡからユーザーＢに交代することになったとする。
通話に用いる携帯機器を携帯機器３０Ａから携帯機器３０Ｂに切り替えるために、ユーザ
ーＡが携帯機器３０ＡをユーザーＢの携帯機器３０Ｂにかざして、画像形成装置１０と通
信するためのペアリング情報を受け渡す。
【０１０４】
　（３）次に、ユーザーＡは、携帯機器３０Ａと画像形成装置１０の間の通話状態を解除
するため、例えば保留ボタンを押すなどして、保留の意思を画像形成装置１０に伝え、画
像形成装置１０の通話状態管理部１１ａは、画像形成装置１０を「保留中」の状態とする
。
【０１０５】
　（４）次に、ユーザーＡは、再度、携帯機器３０Ａを携帯機器３０Ｂにかざし、通話を
保留にしたことを携帯機器３０Ｂに通知する。
　（５）携帯機器３０Ｂは、通話が保留されたことを通知されると、受け渡されたペアリ
ング情報を用いて、画像形成装置１０と高速無線通信を開始すると同時に、画像形成装置
１０に対し自機器が受話器モードなり通話を開始できることを通知する。
【０１０６】
　（６）携帯機器３０Ｂとの高速無線通信が開始されると、画像形成装置１０の通話状態
管理部１１ａは、自装置の状態を「通話中」に変更する。そして、画像形成装置１０と携
帯機器３０Ｂとの間で通話が再開される。
【０１０７】
　以上、高速無線通信を切り替える処理を利用して行う、通話中に受話器とする携帯機器
を切り替える処理について説明した。
【０１０８】
　［リモート切り替え］
　なお、上記の説明では、受話器モードになった携帯機器での通話についてのみ説明した
が、受話器モードになった携帯機器では、通話相手からファクシミリの送信があった場合
、画像形成装置１０のファクシミリ通信部１９をファクシミリ受信モードに切り替えるた
めに、受話器モードの携帯機器で特定の操作を行うことにより、リモート受信（リモート
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【０１０９】
　［補足事項］
　その他、本技術は、上述の実施形態にのみ限定されるものではなく、本技術の要旨を逸
脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１０　…　画像形成装置
　１１　…　制御部
　１１ａ…　通話状態管理部
　１２　…　画像読取部
　１３　…　画像処理部
　１４　…　画像メモリー
　１５　…　画像形成部
　１６　…　近距離無線通信部
　１７　…　高速無線通信部
　１８　…　操作部
　１８ａ…　表示部
　１９　…　ファクシミリ通信部
　２０　…　ネットワークインターフェイス部
　２１　…　記憶部
　２１ａ…　ペアリング情報
　３０　…　携帯機器
　３１　…　ＣＰＵ
　３２　…　ＲＯＭ
　３３　…　ＲＡＭ
　３４　…　操作入力部
　３５　…　高速無線通信部
　３６　…　表示部
　３７　…　記憶部
　３８　…　バス
　３９　…　近距離無線通信部
　４０　…　音声入出力部
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